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第6章   重点事業の概要 

本計画の４つの柱に基づく具体的な取組の中から，以下の８つの施策を「重点事業」

として位置付け，重点的に取り組むとともに，「自転車のまち宇都宮」を積極的にＰＲ

していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
「自転車のまち宇都宮」のＰＲ【新規】 

・ 自転車利用者が休憩できる空間の創出や

公共交通の連携など，自転車利用がつな

がる環境づくりの推進 

・ 自転車の特性を活かす利便性の高い駐輪

場の整備 

だれもが“楽しく”自転車が

使える 

 ～観光やスポーツの推進～ 

だれもが“安全”に自転車が 

使える 

 ～安全性の向上～ 

だれもが“健康とエコ”に 

自転車が使える 

 ～健康の増進と環境保全～ 

目標 

Ⅰ 新たな自転車ネットワーク路線において,自転車交通量や交通事

故の発生状況等から整備の必要性が高い区間を抽出，より優先度が

高い区間を「優先整備路線」に選定し，整備を推進していきます。

都心部では，ＪＲ宇都宮駅周辺への駐輪場の拡充，郊外部では，

ＪＲ雀宮駅，東武江曽島駅周辺において駐輪場整備に取り組みます。

モデル事業の実施結果などを踏まえ,自転車利用・活用を促進する

戦略的な施設である「モビリティセンター」の本格的な整備に取り

組んでいきます。 

観光施設等と連携した貸出場所の増設等に向けて，モデル事業の

実施結果などを踏まえて，運営方法，運営主体のあり方などを検討

し，観光レンタサイクルの本格実施に取り組んでいきます。 

交通安全教室や自転車運転免許事業等の拡充について,策定を進

めている「第９次宇都宮市交通安全計画」の中で，具体的な実施手

法や目標などを位置付けていきます。 

宇都宮市内企業の従業員に通勤時等の積極的な自転車利用を依頼

し，健康面などへの自転車利用の効果を検証する自転車モニター事

業を実施するとともに，事業の成果や自転車通勤者の体験談を踏ま

え，自転車利用の効果を広くＰＲしてきます。 

自転車に乗りたくなるような環境づくりに向け，自転車マップを

作成し，自転車を活用した観光ルートやサイクリングルートの提案，

情報発信を行うことで自転車利用の促進を図ります。 

自転車利用者の休憩スポットとして，市の公共施設への自転車修

理用の工具やスポーツバイク用のラック等の設置を推進するととも

に，観光施設やコンビニなどへの展開を検討していきます。 

・ 自転車の走行にとって安全・安心な道づ

くりの推進 

・ 自転車のルール・マナーを守ることがで

きる人づくりや自転車の安全を守る環境

づくりの推進 

だれもが“快適”に自転車が

使える 

 ～快適性の向上～ 

・ 自転車に乗りたくなるような環境づく

りの推進 

・ 観光との連携やサイクルスポーツの振

興による新たな自転車の魅力づくりの

推進 

・ 市民の健康増進や地球に優しいライフス

タイルの推進 

交通安全教室等の継続・拡充【拡充】    Ｐ７８

新たな自転車走行空間の整備【拡充】    Ｐ６１

休憩スポットの創出（自転車の駅）【新規】 Ｐ７９

鉄道駅周辺への駐輪場整備【拡充】     Ｐ８１

観光レンタサイクルの導入【新規】     Ｐ８３

モビリティセンターの整備【新規】     Ｐ８５

自転車マップの作成【新規】        Ｐ８７

自転車モニター事業の実施【新規】     Ｐ８９

４つの柱 重点事業

目標 

Ⅱ 

目標 

Ⅲ 

目標 

Ⅳ 

「自転車のまち宇都宮」の推進 

・ 自転車が様々な場面で利用される「自転

車のまち宇都宮」のＰＲの推進 

「走れば愉快だ宇都宮」の都市ブランドメッセージのもと，積極

的に「自転車のまち宇都宮」のＰＲを行っていくとともに，自転車

の持つメリットなどを広報啓発していきます。 
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＜現況調査の結果＞ 

現行計画では自転車ネットワーク路線となっていない，駅や高校周辺などの路線に

おける自転車走行環境や交通量，交通事故の発生状況などの調査結果 

＜新たな道路整備計画＞ 

都市計画道路などの今後の道路整備計画 

＜観光・サイクリングルートの検討結果＞ 

既存の観光施設やサイクリングロードを活用した観光・サイクリングルートの調

査・検討結果 

 

 

 

1  新たな自転車走行空間の整備 

1.1  施策の検討にあたって 
新たな自転車走行空間の整備にあたって，新たな自転車ネットワーク路線を設定する

とともに，自転車走行空間を整備する場合の標準整備パターンを定めました。 

(1) 新たな自転車ネットワーク路線の設定 

  ① 現行計画の自転車ネットワーク路線 

現行計画においては，「宇都宮市都市交通マスタープラン（平成７年）」との整合性

を図りながら，既存の道路ネットワークを活用し，「自転車交通量の多い路線」や「幹

線となる路線」「主要施設間を結ぶ路線」などを自転車ネットワーク路線（都心部４４

路線，郊外部６路線）に設定しています。 

② 新たな自転車ネットワーク路線の設定 

現行計画の自転車ネットワーク路線を基本としながら，下記の調査結果等を踏まえ，

都心部で５７路線（追加路線は１３路線），郊外部で１８路線（追加路線は１２路線）

の新たな自転車ネットワーク路線を設定しました。（Ｐ６２，６３参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
また，将来的には，主要な幹線道路を全てカバーするなど，市内全域への自転車ネッ

トワーク路線の拡大を目指していきます。（Ｐ６４「将来における自転車ネットワーク

路線（イメージ）」参照 

 

(2) 標準整備パターンの設定 

道路法（道路構造令）及び道路交通法の規定などを踏まえ，宇都宮市における自転車利

用環境整備にあたっての理想的な自転車走行空間の標準整備パターンを作成しました。

（Ｐ６５参照）
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○ 新たな自転車ネットワーク路線（都心部） 

 

 

 

 

■現行計画の自転車ネットワーク路線への追加路線
分類 路線名

大錦橋通り（田原街道～白沢街道）
文星女子高通り（大谷街道～文星女子高前，護国通り～桜通り）
南宇都宮駅前通り（栃木街道～不動前通り）
東京街道（不動前交差点～国道４号）
国道４号（東京街道～県道雀宮停車場線）
県道雀宮停車場線
市道１３８０号，市道５７３０号
宇都宮日光線
塙田平出線
宇大南通り，久部街道
日光街道（松原３丁目～国道２９３号）
大谷街道（作新学院前～森林公園入口）
鬼怒通り（国道４号線～野高谷町交差点）
白沢街道（競輪場通り～白沢宿交差点）
ふれあい通り
国道２９３号（新里町交差点～中里交差点）
国道１２１号（栃木街道～鬼怒川サイクリングロード）
田原街道（宇都宮環状線～山田川サイクリングロード）
県道小林逆面線（逆面～中里交差点）
田川サイクリングロード（城東橋～宇都宮環状線）
山田川サイクリングロード
鬼怒川サイクリングロード（柳田街道～宇都宮環状線）
市立図書館周辺（栃木街道～富士見通り）
西原小学校北側（西原通り～蓬莱大黒通り）
宇都宮城址公園周辺（シンボルロード～平成通り）
 [ 田川・山田川沿い（未整備区間） ]※２

※１　「整備予定の都市計画道路」は計画期間中に整備が完了する道路を表すものではない
※２　田川・山田川沿い（未整備区間）は，今後，整備の検討を行っていく予定

現況調査の結果

整備予定の都市計画道路
※１

観光・サイクリングルート
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○ 新たな自転車ネットワーク路線（郊外部） 
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 65 

○ 宇都宮市における標準整備パターン 

  標準整備パターン 事例写真 概要 メリット・デメリット（○：メリット，△：デメリット） 特記事項 

Ⅰ
自
転
車
専
用
通
行
帯 

 

 

 

 

 

（例：宇都宮市，白楊高通り） ＜概要＞ 

・車道内に，自転車が通行すべき部分を明確化した自転車専用の通行

帯 
＜通行方法＞ 

・一方向通行 
＜幅員＞ 

・１．５ｍ以上（やむを得ない場合は１．０ｍ以上） 
（道路交通法施行令第１条の２第４項） 

○自転車と他の交通との分離を図ることが可

能であり，自転車のスムーズな通行が可能 
○自転車が歩行者と接触する危険性が低い 
○既存道路の路肩を活用した整備が可能 
△物理的分離構造ではないため，自転車と自

動車が接触する危険性がある 
△交差点内における断面構成，一方通行等を

踏まえた交通処理が課題 

・路面の色は，基本的に青色とするが，やむを得ない

場合（景観条例の制約等）は，この限りではない

・通行帯内は一方通行のため，自転車利用者の利便性

を考慮して，自転車歩行者道（歩道内の自転車通行

可）の整備等に留意する 
・自転車専用通行帯に自動車が駐停車した場合，自転

車の走行が阻害されるため，駐停車帯の確保や駐停

車対策等を実施することが望ましい 
・交差点内では，断面構成，一方向通行を踏まえた通

行方法の処理に留意する必要がある 
・自転車専用通行帯として幅員１ｍを確保できない区

間が，縦断方向に一部ある場合には路肩に交通規制

を伴わないカラー舗装とする整備も考えられる 

Ⅱ
自
転
車
道 

 

 

 

 

 

（例：山口県周南市） ＜概要＞ 

・縁石または柵等の工作物で自転車走行空間を連続して物理的に分離

・道路の各側に設置 

＜通行方法＞ 

・双方向通行が基本 
＜幅員＞ 

・２ｍ以上（やむを得ない場合は１．５ｍ以上） 
（道路構造令第１０条第３項） 

○自転車と他の交通との分離を図ることが可

能であり，自転車のスムーズな通行が可能 
○自転車が自動車及び歩行者と接触する危険

性が低い 
△双方向通行のため，すれ違い時に錯綜する

可能性がある 
△交差点内における断面構成，双方向通行等

を踏まえた交通処理が課題 
△高幅員道路における整備に限られる 

・縁石や工作物が連続するため，沿道の出入り，荷捌

き，ゴミ収集等に配慮する必要がある 
・交差点内では，断面構成，双方向通行を踏まえた通

行方法の処理に留意する必要がある 
 
 
 
 
 
 

車
道
部 

Ⅲ
歩
道
が
な
い
場
合
の 

路
側
帯 

 

 

 

 

 

（例：宇都宮市，八日市場通り） 

 

 

＜概要＞ 

・歩道のない道路に設けられた帯状の部分 
＜通行方法＞ 

・一方向通行 
・歩行者がある場合は，歩行者通行を優先 
＜幅員＞ 

・０．７５ｍ以上（道路交通法施行令第１条の２第２項） 

○通行部分の明示であるため軽微な整備で対

応できる 
△物理的分離構造ではないため，自転車と自

動車が接触する危険性がある 
 

・路面の色は，基本的に緑色とするが，やむを得ない

場合（景観条例の制約等）は，この限りではない

・自動車交通量が多い路線等では，自転車利用者の安

全性を確保するために，注意喚起表示等（歩行者自

転車注意等）の対策が必要である 
・自転車は基本的に徐行とし，“自転車徐行”の路面

表示を行うなど，歩行者との接触を防止する必要が

ある 
 
 

歩
道
部 

Ⅳ
自
転
車
通
行
位
置
の
明
示 

（物
理
的
分
離
，
路
面
明
示
） 

 

 

 

 

 

（例：宇都宮市，いちょう通り） ＜概要＞ 

・自転車歩行者道において自転車通行と歩行者通行の分離を図るため

に，縁石等の物理的な分離や道路標示等で通行位置を明示 
＜通行方法＞ 

・通行位置が明示された部分を徐行（通行しようとする歩行者がない

ときは，歩道の状況に応じた安全な速度と方法で進行することが可

能） 
＜有効幅員＞ 

・３．５ｍ以上 
 （自転車走行空間の設計のポイント／国土交通省等） 

○走行位置が明確に区分されるため，歩行

者・自転車通行が整序化される 
○自転車と自動車が接触する危険性がない 
○既存の自転車歩行車道を活用した整備が可

能 
△交差点内における，歩道内の交通処理（歩

道のたまり空間等）が課題 

・標準パターンでは，路面表示もしくは分離位置にポ

ールを設置するが，やむを得ない場合（幅員の制約

等）はこの限りではない 
・自転車歩行者道の幅員は，道路の新設及び改築の場

合，歩行者の交通量が多い道路にあたっては４ｍ以

上，その他は３ｍ以上とする 
（道路構造令第１０条の２） 

 

専
用
道
路 

Ⅴ
自
転
車
専
用
道
路 

 

 

 

 

 

（例：福島県棚倉町）  （例：宇都宮市，スカイブリッジ遊歩道） ＜概要＞ 

・自転車及び歩行者の通行専用の道路 
＜通行方法＞ 

・双方向通行が基本 
＜幅員＞ 

・自転車専用道路３ｍ以上（やむを得ない場合は２．５ｍ以上） 
・自転車歩行者専用道路４ｍ以上（道路構造令第３９条，第４０条）

○歩行者・自転車の専用道路であり，自動車

と接触する可能性はない 
 
△自転車歩行者専用道路では走行位置が明確

に区分されないため，歩行者・自転車の交

通量が多い場合には，自転車と歩行者が錯

綜する可能性がある 
 

・自動車が通行する道路との接続箇所には，車止め等

が必要である 

民地側

自転車専用通行帯
（自転車レーン）

歩道・自転車歩行者道 車道

民地側

歩道 路肩自転車道 車道

民地側

車道路側帯

民地側

自転車歩行者道

（普通自転車歩道通行可）

路肩 車道

自転車専用道路 自転車歩行者専用道路
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1.2  施策概要 
新たな自転車ネットワーク路線における整備の必要性が高い区間の抽出を行った上で，市が

管理する路線のうち，優先度が高い区間について，「優先整備路線（１５路線程度）」に選定し，

本計画期間５年間において整備を推進していきます。 

(1) 「整備の必要性が高い区間」の抽出 

新たな自転車ネットワーク路線について，下表に示す評価基準から整備の必要性を評価し，

国県道を含めて，整備の必要性が高い区間を抽出しました。 

 

表 評価基準 

評価の考え方 評価指標 

都心部 郊外部 

自転車交通量 
（※１） 

自転車交通量が非常に多い→◎ 
自転車交通量が多い→○ 

自転車交通量が非常に多い→◎ 
自転車交通量が多い→○ 

自転車の交通事故件数 
（※２） 

交通事故件数が非常に多い→◎ 
交通事故件数が多い→○ 

交通事故件数が非常に多い→◎ 
交通事故件数が多い→○ 

有効幅員不足率 
（※３） 

有効幅員不足率が非常に高い→◎ 
有効幅員不足率が高い→○ 

有効幅員不足率が非常に高い→◎ 
有効幅員不足率が高い→○ 

高校周辺の区間 
（※４） 

高校周辺の路線→◎ 高校周辺の路線→◎ 

駅へのアクセス路線 
 

 駅へのアクセス路線→◎ 

必要性が高い路線 ◎が１つ以上の路線 ◎が２つ以上の路線 

※１平成２１年度基礎調査，平成２０年度栃木県社会実験時調査，平成１７年度交通センサスの実測値 
（平日午前７時から午前９時の２時間） 
→都心部「非常に多い」＝１，０００台以上，「多い」＝５００台以上１，０００台未満 

郊外部「非常に多い」＝３００台以上，「多い」＝１００台以上３００台未満 
 
※２平成１９年度交通事故件数（第一，第二当事者が自転車） 
  →都心部「非常に多い」＝ ６件／ｋｍ以上，「多い」＝４件以上６件未満／ｋｍ 

郊外部「非常に多い」＝１０件／ｋｍ以上，「多い」＝１件以上１０件未満件／ｋｍ 
 
※３自転車ネットワーク路線等の調査における調査区間の全ブロック数のうち，有効幅員が不足しているブロックの割合（ブ

ロック＝交差道路で区切られた街区，有効幅員の不足＝自転車歩行者道：３ｍ未満，路肩：１．５m 未満，路側帯：０．

７５ｍ未満） 
   →都心部・郊外部「非常に高い」＝８１％以上，「高い」：６１％以上８０％以下 
    
※４現地調査による。ただし宇都宮工業高校は移転先の周辺を対象とする 
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「整備の必要性が高い区間」として抽出された路線は，下表に示す５８路線です。 

表 整備の必要性が高い区間一覧（都心部）      
評価 

区間 
管理
主体 

路 線 名 
交通量 事故 幅員 高校

1 市 ユニオン通り（材木町通り～東京街道） ◎ ○ ◎ － 

2 市 オリオン通り（東京街道～バンバ通り） ◎ ◎ － － 

3 市 作新前通り － － ◎ ◎ 

4 市 大錦橋通り（宇商通り～白沢街道） － － ◎ ◎ 

5 市 文星女子高通り（大谷街道～文星女子高前，護国通り～桜通り） － － ◎ ◎ 

6 市 競輪場通り（松原 3丁目交差点～下戸祭 2丁目付近） ○ － ◎ － 

7 市 ユニオン通り西（睦町交差点～材木町通り） ○ ◎ － － 

8 市 陽西通り（西大寛 2丁目付近～富士見通り） ○ － ◎ － 

9 市 材木町通り・蓬莱大黒通り（いちょう通り～平成通り） － ○ ◎ － 

 10※ 市 競輪場通り（大曽 2丁目交差点～竹林町交差点東） ○ － ◎ － 

11 市 上河原通り（天神 1丁目交差点～JR 宇都宮駅前西口） ◎ ○ －  － 

12 市 宇都宮東消防署南側 － ○ ◎ － 

13 市 白楊高通り（元今泉町交差点～白楊高校南付近） ○ － － ◎ 

14 市 西原通り（西原小西側～平成通り） － － ◎ － 

15 市 西原小南側（西原通り～蓬莱大黒通り） － － ◎ － 

16 市 羽生田街道（栃木街道～鶴田駅） － － ◎ ◎ 

17 市 南宇都宮駅北（平成通り～南宇都宮駅前通り） － － ◎ － 

18 市 南宇都宮駅前通り（栃木街道～不動前通り） － － ◎ ◎ 

19 市 西原通り・宮の原通り（平成通り～宮原球場通り） － － ◎ － 

20 市 もみじ通り（蓬莱大黒通り～東京街道） － ◎ － － 

21 市 県庁前通り（清住町通り～県庁西交差点） － ◎ － － 

22 市 市役所前通り（市役所北側～本丸通り） － － ◎ － 

23 市 競輪場通り（今泉新町交差点西～東署南交差点） － － ◎ － 

24 市 宇都宮白楊高校北側（弁才天橋～競輪場通り） － － ◎ － 

25 市 マロニエプラザ西側 － － ◎ － 

26 市 県庁西通り（警察本部前～競輪場通り） ○ － ◎ － 

27 市 鬼怒通り（JR 宇都宮駅前東口～東宿郷交差点） － ◎ － － 

 28※ 市 平成通り（今小路通り～国道 4号） ○ － ◎ － 

29 県 鹿沼街道（鹿沼街道入口～桜通り） － － ○ ◎ 

30 県 桜通り（中央公園～桜 2丁目交差点） － ◎ ◎ ◎ 

31 県 大谷街道（桜 2丁目交差点～作新学院前） ◎ － ○ ◎ 

32 県 栃木街道（中央公園～宇都宮高校） － ○ ◎ ◎ 

 33※ 県 旧鹿沼街道（作新前通り～睦町交差点） － － ◎ ◎ 

34 県 桜通り（松原 3丁目交差点～桜 2丁目交差点） － ○ ◎ － 

35 県 大通り（桜 2丁目交差点～池上町交差点） ◎ ○ － － 

36 県 大通り（池上町交差点～宮の橋交差点） ◎ ○ － － 

37 県 東京街道（池上町交差点～西原交差点） ○ ◎ － － 

38 県 県庁西通り（県庁西交差点～警察本部前） ○ － ◎ － 

39 県 白沢街道（今泉交番前交差点～竹林町交差点） － ○ ◎ － 

40 県 奥州街道（宮の橋交差点～今泉交番前交差点） ◎ ◎ － － 

41 県 鬼怒通り（東宿郷交差点～峰町交差点） － ◎ － － 

42 県 田原街道（大通り 1丁目交差点～大曽 2丁目交差点） ○ － － ◎ 

43 県 宇都宮向田線（県庁西交差点～元今泉交差点） ◎ ○ － － 

44 県 宇都宮向田線（元今泉交差点～東宿郷交差点） － ◎ － － 

45 県 宇都宮笠間線（南大通 4丁目交差点～平松町交差点） － ◎ － － 

46 県 宇都宮結城線（大通り～平成通り） ◎ ◎ － － 

※管理主体は平成２２年１０月現在（平成２２年１１月に No10,28 は県道,No33 は市道に移管） 
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表 整備の必要性が高い区間一覧（郊外部） 
評価 

区間名 
管理
主体 

路線名 
交通量 事故 幅員 高校 駅 

Ａ 市 市道 1380 号，5730 号 － ○ ○ ◎ ◎ 

Ｂ 市 越戸通り ◎ ○ ◎ － － 

Ｃ 市 宮原球場通り ◎ ○ ◎ － － 

Ｄ 市 護国通り・中央女子高校周辺 － ○ ◎ ◎ － 

Ｅ 市 市道 20171 号 － ○ ◎ － ◎ 

Ｆ 国 国道 4号 ○ ◎ ◎ － － 

Ｇ 県 田原街道 ◎ ○ ◎ － － 

Ｈ 県 大谷街道 － ○ ◎ ◎ － 

Ｉ 県 県道宇都宮河内線 － ○ ◎ － ◎ 

Ｊ 県 県道西川田停車場線 － ○ ◎ － ◎ 

Ｋ 県 県道雀宮停車場線 － ○ － ◎ ◎ 

Ｌ 県 真岡街道 － ○ ◎ ◎ － 
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(2) 優先整備路線の選定 

「整備の必要性が高い区間」のうち市が管理する路線（平成２２年度に市道に移管予定の

路線も踏まえた都心部２７路線，郊外部５路線）の中から，以下の流れにより優先整備路線

を選定しました。 

   ① 選定の流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■選定２ 

自転車走行空間の連続性 

○整備効果を高めるため，現行計画において整備済みの自転車走行

空間と接続する路線を優先的に整備 

整備の実現性 

○早期に自転車ネットワークを構築するため，拡幅等の整備予定が

ある路線を優先的に整備 

自転車利用の促進性 

「安全性」「利便性」「活性化」の観点において，自転車利用の促進

が期待される路線を優先的に整備 
 
○安全性（自転車利用者の安全性に配慮） 

・自動車走行速度（規制速度）が高い区間 
○利便性（自転車利用者の利便性に配慮） 

・公共施設（県庁，市役所，図書館，文化会館）に隣接する区間 
○活性化（市内観光の促進に配慮） 

・観光ルートの検討調査でルートに設定された区間 

上
位
路
線 

■必要性が高い区間の抽出 

（都心部２７路線，郊外部５路線） 

 

自転車走行空間の安全性の確保 

○交通事故の多い区間 

○有効幅員不足率が高い区間 

自転車走行空間の利用状況 

○自転車交通量の多い区間 

○利用者が多い高校通学路 

○駅へのアクセス路線 

■選定１ 

○必要性が高い区間の抽出における上位路線 
自転車通行環境整備モデル事業

実施路線の未整備区間 

優先整備路線の選定 

（１５路線程度） 

その他の路線 
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  ② 選定結果 

上記の検討結果から選定した，都心部１２路線，郊外部３路線，計１５路線に，「自転車通

行環境整備モデル事業」実施路線の未整備区間である「いちょう通り」を加えた１６路線を

優先整備路線に選定しました。 

           表 優先整備路線（選定１）         ：優先整備路線 
区間 路 線 名 

1 ユニオン通り（材木町通り～東京街道） 

2 オリオン通り（東京街道～バンバ通り） 

4 大錦橋通り（宇商通り～白沢街道） 

5 文星女子高通り（大谷街道～文星女子高前，護国通り～桜通り） 

16 羽生田街道（栃木街道～鶴田駅） 

18 南宇都宮駅前通り（栃木街道～不動前通り） 

33 旧鹿沼街道（作新前通り～睦町交差点）   

Ａ 市道 1380 号，5730 号 

※「33.旧鹿沼街道」は平成２２年度に市道に移管予定 

 

          表 優先整備路線（選定２）             ：優先整備路線 
促進性 

区間 路 線 名 

連
続
性 

実
現
性 

規
制
速
度
が
高
い 

公
共
施
設
周
辺 

観
光
ル
ー
ト 

選定 

6 競輪場通り（松原 3 丁目交差点～下戸祭 2 丁目付近） ○ ○ ○ － － ○ 

8 陽西通り（西大寛 2丁目付近～富士見通り） ○ － ○ ○ － － 

9 材木町通り・蓬莱大黒通り（いちょう通り～平成通り） － ○ ○ － ○ － 

11 上河原通り（天神 1 丁目交差点～JR 宇都宮駅前西口） ○ ○ ○ － ○ ○ 

12 宇都宮東消防署南側 － － ○ － － － 

15 西原小南側（西原通り～蓬莱大黒通り） ○ － － － － － 

17 南宇都宮駅北（平成通り～南宇都宮駅前通り） － － ○ － － － 

19 西原通り・宮の原通り（平成通り～宮原球場通り） ○ ○ ○ － － ○ 

20 もみじ通り（蓬莱大黒通り～東京街道） ○ － － － － － 

21 県庁前通り（清住町通り～県庁西交差点） － ○ ○ ○ ○ － 

22 市役所前通り（市役所北側～本丸通り） － － － ○ ○ － 

23 競輪場通り（今泉新町交差点西～東署南交差点） ○ ○ ○ － － ○ 

24 宇都宮白楊高校北側（弁才天橋～競輪場通り） ○ ○ ○ － － ○ 

25 マロニエプラザ西側 ○ － － － ○ － 

26 県庁西通り（警察本部前～競輪場通り） ○ － ○ ○ － － 

都
心
部 

28 鬼怒通り（JR 宇都宮駅前東口～東宿郷交差点） － ○ ○ － － － 

Ｂ 越戸通り ○ ○ ○ － － ○ 

Ｃ 宮原球場通り ○ ○ ○ － － ○ 
郊
外
部 Ｄ 護国通り・中央女子高校周辺 － － ○ － － － 

※促進性については，「規制速度が高い」，「公共施設周辺」，「観光ルート」のいずれかに該当する路線を促進性が高い路

線としました。 
※「C.宮原球場通り」については，道路整備と併せて整備するものとします。 

 

表 優先整備路線（自転車通行環境整備モデル事業実施路線の未整備区間） 
路 線 名 

ア．いちょう通り（東京街道～中央通り，今小路通り～上河原通り） 
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(3) 整備計画の検討 

① 基本的な考え方 

車道空間に自転車走行空間を確保することを前提とし，困難な場合には歩道上と

して，標準整備パターンによる整備を検討します。 

② 検討の流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

優先整備路線（都心部市道１３路線 郊外部市道３路線） 

道路の現状断面構成
を確認※１ 

車道内おいて自転車走行
空間の確保が可能か※２

歩道内おいて自転車走行
位置の明確化が可能か※４

歩道あり 

Ⅱ．自転車道の整備 

可能

困難 

Ⅰ．自転車専用通行帯の整備

Ⅳ．自転車の通行位置の明示

物理的分離が
必要な場合※３

可能

困難 

少ない 

多い 

Ⅲ．路側帯の整備 

代替案を検討 

※１ 歩道を有する道路にあっても，自転車走行空間は，可能な限り車道内に確保する 
※２ 【自転車走行空間確保の考え方】 
     ・自転車専用通行帯：1.0ｍ以上（道路交通法施行令の特例値） 
     ・自転車道：1.5ｍ以上(自転車道幅員の特例値) 

※３ 【物理的分離が必要な場合の考え方】 

     ・自動車の走行速度が高い場合や，大型車交通量が多い場合 

     ・他の自転車道との接続や，自転車走行の実態から双通行が望まれる場合  等 

※４ 【自転車通行位置の明確化の考え方】 

     ・3.5ｍ以上（自転車走行空間の設計のポイント／国土交通省等） 

代替案を検討 

歩道なし 

歩行者通行量
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(4) 代替案の検討 

標準整備パターンによる整備が困難な場合は，以下のとおり代替案を検討します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

歩道内において自転車走行位置の明確化が困難な道路 

自動車交通量 

道路空間再配分 
（車線幅員の縮小）※１

○注意喚起の表示 

【自転車注意】 

少ない 

○注意喚起の表示【自転車注意】

○道路空間の再配分（車線幅員の縮小）

○他路線への誘導・代替路線の整備

歩道が無く，歩行者通行量が多い道路 

あわせて 

○自転車走行位置の明示 

※特に歩行者交通量が多い場合，
自転車と歩行者の分離を図る 

○注意喚起の表示【歩行者自転車注意】 

○他路線への誘導・代替路線の整備 

○車両進入制限・ 

時間帯通行制限 車両進入制限 

自動車の走行制限強化※2 

車道を走行 

あわせて自動車の利用実態等に応じて 

○速度抑制（速度規制の強化） 
 
 
 
 

○道路空間の再配分（車線幅員の縮小） 

○注意喚起の表示【歩行者自転車注意】 

路肩を走行

歩道内おいて自転車が通行
する空間の確保が可能か※２ 

○自転車通行 

可の規制 

歩行者・自転車専
用（優先）道路化※１

可能

困難

可能 

困難 

対象路線 

代替路線 

多い 

可能 

困難 

可能 

困難 

※１ 【車両進入制限の考え方】 
 ・車両進入制限の影響が少ない路線で，沿

道住民等の合意が得られる路線 等 
※２ 【自動車の走行制限強化の考え方】 
 ・自動車の走行制限の影響が少ない路線

で，道路空間の再配分を行う場合は，沿道
住民等の合意が得られる路線 等 

※１ 【車線幅員の縮小の考え方】 
     ・車線幅員の縮小や一方通行可の影響が少ない路線で，沿道住民等の

合意が得られる路線 等 
※２ 【自転車通行空間の確保の考え方】 
     ・歩行者 2 人（1.5ｍ）と自転車 1 台(1m)の幅を考慮し，2.5ｍ以上 
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表 代替案の内容 

歩道内において自転車走行位置の 

明確化が困難な道路 
歩道が無く，歩行者通行量が多い道路 

○注意喚起の表示 

 
 
 
 
 

○注意喚起の表示 
 
 
 
 
 

○道路空間の再配分（車線幅員の縮小） 

 

 

 

 

○車両進入制限・時間帯通行制限 

 
 
 
 
 
 
○自動車の進入制限がある路線における自転車通行

位置の明示 

 
 
 
 
 

○速度抑制 
 
 
 
 
 

○自転車通行可の規制 

 
 
 
 
 
【標識イメージ】 
 
 
 
 
【自転車通行位置の明示をする場合と統一のピク

トを路面表示し，誘導】 
 
 
 
 
 
 
 

事例：前橋市 

○車道を走行 

※車線幅員の縮小（一方通行化） 

 

 

 

 

○他路線への誘導・代替路線の整備 

 
 
 
 
 

 

民地側

歩道 車道

民地側

自転車歩行者道

（普通自転車歩道通行可）

路肩 車道

対象路線

代替路線



 

 77

 

 

 

(5) 交差点部及びバス停付近の整備 

交差点部及びバス停付近の整備パターンは，国や県が行った社会実験の実施結果な

どを参考に検討を進めます。 

 

  ■整備事例（交差点） 

・国道４号平松町交差点 社会実験 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ■整備事例（バス停付近） 

・県道藤原宇都宮線（東通り） 社会実験 
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2  交通安全教室等の継続・拡充 

2.1 施策概要 

① 交通安全教室の継続・拡充  

現在，宇都宮市内の幼稚園や保育園，小・中学校と老人クラブなどの高齢者を対象

に実施している交通安全教室を継続して実施するとともに，高校生や成人などへの対

象者の拡大や宇都宮ブリッツェンなどと連携し，「ウィーラースクール」の開催を市内

に広げていくなど，効果的な実施手法を検討していきます。 

② 自転車運転免許事業の継続・拡充 

        市内の小学校を対象に実施している「自転車運転免許事業」を継続して実施する

とともに，警察と連携しながら，高齢者等への対象者の拡充を検討します。また，

自転車免許取得者への特典の提供など，参加者の拡大に向けた取組を検討していき

ます。 

 

 

 

 

 

 

           

2.2 「第９次宇都宮市交通安全計画」の策定（平成２３年５月策定予定） 

交通安全教室や自転車運転免許事業等の拡充については，現在，策定を進めている「第

９次宇都宮市交通安全計画」の中で，具体的な実施手法や目標などを定めていきます。 

■ 第９次宇都宮市交通安全計画 

「交通安全対策基本法」に基づく総合的な交通安全対策を推進するための計画 

 

 

 

 

 

 

 

 

交通安全対策基本法（第２２条） 

第９次交通安全基本計画【国】

第９次栃木県交通安全計画 

第９次宇都宮市交通安全計画 

第５次宇都宮市総合計画 

 

宇都宮市道路見える化計画 

宇都宮都市交通戦略 

総合的な交通安全対策の推進

整 合 

整合・連携

分野別計画

の具体化 

【宇都宮市の関連計画】 

自転車のまち推進計画 

宇都宮ブリッツェンによる「ウィーラースクール」 

自転車運転免許事業 
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3  休憩スポットの創出（自転車の駅） 

3.1 施策概要 

休憩スポット（自転車の駅）については，まずは，市の公共施設（地域自治センタ

ー・地区市民センター等）への自転車修理用の工具や空気入れポンプ，スポーツバイ

ク用のラック等の設置を推進するとともに，自転車を活用した観光ルートやサイクリ

ングルートの検討状況を踏まえながら，観光施設やコンビニエンスストアなどへの展

開を検討していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図 休憩スポット（自転車の駅）候補地点（地区市民センター等） 
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3.2 休憩スポット（自転車の駅）のイメージ 

既存の施設に自転車の修理工具や空気入れポンプ，スポーツサイクル用のラック等

を設置することにより，「自転車の駅」として，自転車利用者が休憩できるスポットを

創出していきます。 

休憩スポットのイメージは以下の通りです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図 休憩スポット（自転車の駅）のイメージ（公共施設） 

スポーツサイクル用駐輪スタンド 

駐車場 

歩 道 

車 道 

駐輪スペース 

・既存の駐輪場に隣接してスポーツサイクルも考慮したスタンドを設置 

案内看板

駐輪場

修理用の工具箱，

空気入れを設置 

建 物 内
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4  鉄道駅周辺への駐輪場整備 

4.1 施策概要 

(1) 都心部の駅（ＪＲ宇都宮駅） 

ＪＲ宇都宮駅西口及び東口市営駐輪場の定期利用待ちや周辺の放置自転車を解消す

るため，ＪＲ宇都宮駅周辺の現状を踏まえながら，歩道上や市有地などを活用し，駐

輪場の整備に取り組みます。 

 

整備検討中の箇所 

市営西口駐輪場の拡充 西口 

ララスクエアの東側の歩道上 

東口 市営東口駐輪場の拡充 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 ＪＲ宇都宮駅付近の駐輪場整備の候補地 

市営西口駐輪場の拡充

ララスクエアの東側の歩道上

ララスクエア 

宮の橋 
宇
都
宮
駅

市営駅東口第２駐輪場 

市営駅東口第１駐輪場 

鬼怒通り 
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(2)  郊外部の駅 （ＪＲ雀宮駅・東武江曽島駅） 

ＪＲ雀宮駅については，東口周辺の整備において約４５０台の市営駐輪場を新設す

るとともに，西口駅前広場の整備を踏まえながら必要な駐輪場の確保に取り組みます。 

また，東武江曽島駅周辺については，市道を暫定的に駐輪スペースとして活用して

いることから，現在の駐輪状況に応じた駐輪場整備に取り組みます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図 雀宮駅付近の駐輪場整備の候補地 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

図 江曽島駅付近の駐輪場整備の候補地 

南側駐輪場

の拡充 

市道上の暫定駐輪場

(266 台) 
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5  観光レンタサイクルの導入 

 

5.1 施策概要 

市内の宿泊施設や観光施設へのレンタサイクル設置に向けて，平成２２年度から実

施するモデル事業の実施結果などを踏まえて，観光レンタサイクルの運営方法，運営

主体のあり方などを検討し，観光レンタサイクルの本格実施に取り組んでいきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図 観光レンタサイクル導入候補となる宿泊施設の分布状況 
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5.2 おもてなしレンタサイクルモデル事業の概要 

平成２１年度に実施した利用者アンケートでは約７割が市外からの来街者であり，

また，観光やビジネスへの利用意向が高いことが分かりました。 

このため，ホテル・旅館に宿泊する来街者のレンタサイクルへのニーズがあると考

えられることから，宿泊者を対象とした観光レンタサイクルの実施を検討するための

モデル事業を実施しています。 

  ＜実施概要＞ 

 ① モデル事業実施期間 

    平成２２年１０月から１年間 

② 事業内容 

       宿泊施設に，市が用意したレンタサイクルを設置し，宿泊者に無料で貸し出すと

ともに，利用者へのアンケート調査を実施 

   ③ 貸出し場所 

    中心部周辺の宿泊施設６箇所（「実施施設位置図」参照） 

   ④ レンタサイクル台数 

    合計２４台（各宿泊施設に３台～５台程度） 

   ⑤ 利用時間 

     宿泊当日及び翌日の利用で，各宿泊施設のフロント対応時間内 

   

図 おもてなしレンタサイクル実施施設位置図 
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6  モビリティセンターの整備 

 

6.1 施策概要 

現行計画の「休む」の施策においては,「モビリティセンター」整備の検討が位置付

けられています。これまで,現行計画に基づき，自転車利用者を中心に多くの人が集ま

るＪＲ宇都宮駅周辺や中心市街地に，自転車の利用・活用の促進のための戦略的な拠

点として，休憩や自転車修繕・リサイクル，まち情報・観光情報の提供などの機能を

複合的に持つモビリティセンターの整備について検討してきました。 

図 モビリティセンターの配置の範囲（現行計画） 

 
 

 
 

 

 

 

 

本計画では,これまでの検討状況や平成２２年度から実施するモデル事業の実施結

果などを踏まえ,本格的に「モビリティセンター」の整備に取り組んでいきます。 

 

6.2 「自転車利用者の利便性向上モデル事業」の概要 

「モビリティセンター」の本格的な整備に向けて，ＪＲ宇都宮駅西口にモデル施設

を設置し，利用者のニーズの把握や施設に求められる機能などを明らかにするととも

に，より快適に自転車を利用できる環境を創出するためのモデル事業を実施していま

す。 

＜実施概要＞ 

① モデル事業実施期間 

平成２２年１０月から平成２４年３月末まで 

② 事業内容 

  下記の事業により，アンケート調査等を実施し，利用者のニーズ等を把握 

・ 施設設備の提供 

・ 「自転車のまち宇都宮」のＰＲ，情報発信 

・ 施設を活用したイベント（スポーツバイク教室，自転車フィットネス教室など）

の実施  

東
武
線 

モビリティセンター

の配置の範囲 

Ｊ
Ｒ
線 

●
● 

内環状線内

都心環状線内 

≒中心市街地 
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③ 施設名称 

 宮サイクルステーション（宮ＣＹＣＬＥステーション） 

④ 施設所在地 

ＪＲ宇都宮駅西口（川向町６３２－１７）市営駐輪場西側 

⑤ 施設設備 

・ シャワー，トイレ，休憩スペース 

・ 自転車の修繕・洗浄スペース 

・ 観光やサイクルスポーツに関する情報スペース 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図  平成２２年１０月にオープンした「宮サイクルステーション」 
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7   自転車マップの作成 

 

7.1 施策概要 

自転車に乗りたくなるような環境づくりに向けて，自転車マップを作成し，自転車

ネットワーク路線やサイクリングロードを活用した観光ルート，サイクリングルート

を提案，情報発信を行うことで自転車利用の促進を図ります。 

 

7.2 観光ルート・サイクリングルートの設定 

ロードバイクに乗った上級者や買い物や通勤・通学に自転車を利用する一般利用者

など，様々な自転車利用者を想定し，観光ルート，サイクリングルートを設定します。 

 

観光ルート 

市外居住の一般利用者の回遊性を高めるとともに，市内居住

者の自転車利用の促進にもつながるルート 

市外居住の自転車愛好者，一般利用者の利用を中心に，ＪＲ

宇都宮駅と郊外観光地を結ぶルート 

サイクリング 

ルート 

市内外居住の自転車愛好者の利用を中心に，中心市街地から

のアクセス性や拠点となる施設の立地状況を踏まえて設定す

るルート 

 

 
 市内居住者 市外居住者 

上級者 

（競技参加者等） 

 

 

中級者 

（自転車愛好者） 

 

 

初級者 

（一般利用者） 
  

図 ルート別利用対象者の概念 
 

サイクリングロード 

市街地と郊外

観光地を結ぶルート

  

中心市街地回遊ルート
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レンタサイクル情報 

 

 

 

 

宇都宮市内の観光施設 

・ろまんちっく村 
 
宇都宮市の農林公園として整備され

た施設で，園内には，フラワードーム（温

室），クア施設・露天風呂，宿泊施設，

地ビールレストラン，ハーブ園や散策が

楽しめる四季の森等があり，多くの来場

者で賑わっています。 
 
・ほたるの里 梵天の湯 

 
大露天風呂をはじめ，ジェットバス，

寝湯，サウナ，砂風呂，家族風呂を完備

し，農林産物等の展示販売コーナーがあ

る。名産「ゆず」を使ったソフトクリー

ムが人気。 

宮サイクルステーション（宇都宮駅前） 

 

 

 

 

・宇都宮森林公園 
宇都宮市森林公園は，赤川ダムを中心

にキャンプ場・バーベキュー場・サイク

リングロード・トリムコースなどがあ

り，釣りやハイキングも楽しめるアウト

ドアスポットです。 
 
・大谷景観公園 

古都における歴史的風土の保存に関する

特別措置法（古都保存法）施行 40周年を記

念して，財団法人古都保存財団等 10 の団体

で構成する「美しい日本の歴史的風土 100

選実行委員会」が進めていた「美しい日本

の歴史的風土 100 選」の選考の結果，本市

の「大谷寺・大谷石採掘跡」が準 100 選に

選ばれました。 

 
・栃木グリーンスタジアム 

栃木県グリーンスタジアムは，「県民

ひとり１スポーツ」の定着化と，ニーズ

に沿ったスポーツ施設の整備充実を図

るなかで，サッカー・ラグビー人気の高

まりを受けて全国的規模の大会や国際

大会が開催可能なサッカー・ラグビー場

として平成 5 年 3 月にオープンしまし

た。サッカー天皇杯やラグビー東日本社

会人リーグ等の会場にもなっています。 

・白沢宿 

奥州街道第一宿の白沢宿の風情を満

喫できる七福神巡りを紹介。コース距離

は約 2.7lkm で 2 時間の行程。宇都宮市

内で完結する唯一の七福神巡り。 
 
 

・とちのきファミリーランド 

ジェットコースターに大観覧車等，楽

しい乗り物いっぱいの遊園地。木々に囲

まれた池でのんびりボートを漕いでみ

るのも一興です。入園無料。 
 

サイクリングルート案 宇都宮自転車 MAP 

シャワー，トイレ，休憩スペース，自

転車の修繕・洗浄スペースが完備され

ている他，観光やサイクルスポーツに

関する情報スペースがあります。 
また，スポーツバイク教室や自転車フ

ィットネス教室が定期的に開催されい

ます。 

●利用時間：午前 8 時から午後 9 時まで 

●貸出は、以下の市内 4 か所の駐輪場で行っています。 
返却は、貸出した駐輪場だけでなく、以下の 4 か所のいずれの駐輪場でも

できます。 
ＪＲ宇都宮駅西口駐輪場   
ＪＲ宇都宮駅東口駐輪場  
中央小学校北駐輪場  
東武宇都宮駅東駐輪場   

●利用できる人：中学生以上 
●利用料金：１日 1 回 100 円 

●利用方法： 

1. 各駐輪場の窓口にある「レンタサイクル使用申請書」に必要事項を記入

し、「レンタサイクル使用証」と「自転車のカギ」を受け取ってください。 
2. 自転車を利用する前に、必ず各自で安全点検を行ってください。  
3. 利用中は、自転車を適切に管理し、破損・紛失・盗難などがないように

注意してください。 
4. 返却時は、各駐輪場の所定の場所にレンタサイクルを置き、速やかに係

員にカギを返却してください。 

観光ルート案 
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8  自転車モニター事業の実施 

8.1 施策概要 

宇都宮市内に事務所がある企業への協力依頼を行い，企業の従業員に対して通勤時

などにおける積極的な自転車利用を依頼し，日々の自転車の利用状況と体力測定・健

康診断等を合わせて実施していきます。 

また，モニター事業の実施結果や市民への自転車利用による健康面等への効果に関

するアンケート結果などをもとに，自転車の効用や効果をＰＲするための基礎資料を

作成し，市のホームページや広報紙などを通して効果を公表していきます。 

 

8.2 モニター事業の実施イメージ 

(1) モニターの登録 

協力いただけるモニターの方には，事前に個人の基本データ等を登録してもらい効

果把握の基本データとします。 

【登録するデータ】 

◇住所・氏名  ◇ニックネーム  ◇身長・体重等 

 

(2) 利用実績の登録 

１日（あるいは１週間単位）で，自転車を利用した実績を記入してもらいます。 

【記録用紙への記入】 

日 付 走行距離（ｋｍ） 走行時間 目 的 

○月△日 ５ｋｍ １０分 通勤 

○月△日 ２ｋｍ ５分 買い物 

○月△日 １ｋｍ ５分 業務 

･･･ ･･･ ･･･ ･･･ 

 

(3) 実施効果のフィードバック 

モニター個人の取組に対するモチベーション 

を維持するため，クルマ利用から自転車に転 

換したことなどによる環境，健康への効果を 

個人ごとにフィードバックしていきます。 

 

    
図 実施効果のフィードバックのイメージ 

「モビリティマネジメント」交通診断カルテ 
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9  その他の施策事業 

 (1) バス停付近への駐輪場整備 

郊外部の主要なバス停付近を対象に，郊外型駐輪スポットの整備を行います。 

国や県，バス事業者と連携しながら，道路上や路線バスの営業所・車庫等への整備を推進するとともに，幹線バス路線沿線のバス停付近の民間商業施設と連携しながら， 

施設の既存駐輪場の活用や敷地への駐輪スポットの整備についても検討していきます。 
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(2) 短時間駐輪スポット 

中心市街地（オリオン通り周辺等）において，空き店舗の状況および活用可能な道路

空間などの調査を行うとともに，社会実験を実施するなど，中心市街地商店街と連携し

て短時間駐輪スポットの整備に取り組んでいきます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
図 中心市街地の空き店舗の状況（平成２２年８月１日現在） 

 

 《短時間駐輪スポットの整備イメージ》 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

駐輪スペース 

道路空間 

植樹帯 

柵

整備イメージ例（路上）

植樹帯

整備イメージ例（空き店舗）

写真 商店街の空き店舗を活用した 
短時間駐輪スポットの事例（高松市） 
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第7章   「自転車のまち宇都宮」の実現に向けて 

 

1  スケジュール 

以下のスケジュールに基づき，計画的に施策事業を実施していきます。 
Ⅰ．だれもが“安全”に自転車が使える 

～交通安全性の向上～ 
H23 H24 H25 H26 H27

◎新たな自転車走行空間の整備<拡充>           
（１）自転車走行空間の確保 

自転車サインの整備<拡充>           

交通安全教室等の継続・拡充<拡充>           
（２）安全啓発活動の実施 

広報啓発活動の継続・拡充<拡充>           

安全安心な自転車用具の普及促進<拡充>           

交通安全施設の設置<継続>           （３）安全を守る環境づくりの

推進 

放置自転車対策の継続・拡充<拡充>           

Ⅱ．だれもが“快適”に自転車が使える 
～快適性の向上～   

H23 H24 H25 H26 H27

◎休憩スポットの創出（自転車の駅）<新規>      （１）自転車利用のネットワー

ク化 公共交通との連携強化<拡充>      

◎鉄道駅周辺への駐輪場整備<拡充>           

バス停付近への駐輪場整備<拡充>           （２）新たな駐輪場の整備 

短時間駐輪スポットの整備<新規>           

Ⅲ．だれもが“楽しく”自転車が使える 
～観光やスポーツの推進～ 

H23 H24 H25 H26 H27

◎観光レンタサイクルの導入<新規>           
（１）レンタサイクルの拡充 

コミュニティサイクルの拡充<拡充>           

◎モビリティセンターの整備<新規>           

◎自転車マップの作成<新規>           

観光・サイクリングルートの創出<新規>           

サイクリングロードの整備<拡充>      

（２）スポーツ・観光等との連

携 

商店街との連携策の実施<新規>           

ジャパンカップのＰＲの実施<継続>           
（３）プロスポーツとの連携 

自転車の普及促進イベントの実施<新規>           

継続・拡充 

継続・拡充 

作成 

検討・実施 

 検討（その他） 
整備

(宇都宮駅・江曽島駅） 

整備（１５路線） 

整備 

検討 整備 

本格導入  モデル実施

拡充 

検討・本格整備  モデル実施

検討 実施 

実施 

検討 

実施 

実施 

整備 

拡充 実施 検討 

検討

検討 

実施 

継続・拡充 
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Ⅳ. だれもが“健康とエコ”に自転車が使える 

～健康の増進と環境保全～ 
H23 H24 H25 H26 H27

モビリティマネジメントの実施<拡充>      
（１）自転車通勤の推進 

自転車通勤に関する職場環境改善<新規>      

（２）新たなライフスタイル

の推進 
◎自転車モニター事業の実施<新規> 

  
   

 

 

「自転車のまち宇都宮」の

推進 
「自転車のまち宇都宮」のＰＲ<新規>      

 

実施 

検討 

検討 実施 実施結果のＰＲ

実施 
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2  評価指標 

 
2.1  基本的な考え方 

本計画が，市民が自転車を“安全に”“快適に”“楽しく”“健康とエコに”使えること

を目標とすることを踏まえた評価指標を設定します。 
各目標に対して，重点事業の進捗状況を確認する整備延長などの「活動指標」に加え，

この計画による効果が市民にもわかりやすくなるよう，自転車利用者の増加などの「成

果指標」を設定します。 
 
2.2  指標の設定 

施策事業の展開における４つの柱について，施策の進捗状況を評価する「活動指標」

と，施策の効果を評価する「成果指標」の２つの指標により，事業の進捗状況を評価し，

施策の効果を継続的に把握します。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４つの柱 
活動指標（重点事業） 

５年後（平成２７年度） 
成果指標 

（継続的に成果を把握） 

■交通事故件数 
 警察の交通事故データか
ら，市内全体や自転車走
行空間の整備を行った路
線の自転車に起因する交
通事故の変化を把握しま
す。 

 
 
■自転車利用者数 
 国勢調査や世論調査など
から，市内や自転車走行
空間の整備を行った路線
の自転車利用者数の変化
を把握します。 

 
 
■ＣＯ2の削減量 
 上記の自転車利用者数の
状況から，自動車からの
転換によるＣＯ２削減量
を推計します。 

 
 
■市民の満足度 
 市民へのアンケート調査
により，自転車施策など
に関する満足度を把握し
ます。 

 

Ⅰ．だれもが“安全”に 
自転車が使える 
 《施策事業》 

  自転車走行空間の確保 

  安全啓発活動の実施 

  安全を守る環境づくりの推進 

Ⅱ．だれもが“快適”に 
自転車が使える 
 《施策事業》 

  自転車利用のネットワーク化 

  新たな駐輪場の整備 

Ⅲ.だれもが“楽しく” 
自転車が使える 
 《施策事業》 

  レンタサイクルの拡充 

  スポーツ・観光等との連携 

  プロスポーツとの連携 

Ⅳ.だれもが“健康とエコ”
に自転車が使える 
 《施策事業》 

  自転車通勤の推進 

  新たなライフスタイルの推進 

  プロスポーツとの連携 

□自転車走行空間の整備延長 

《目標値》 

９．６ｋｍ⇒２５．４ｋｍ 

□交通安全教室等 

→宇都宮市交通安全計画で設定

□自転車の駅(休憩スポット)の

整備数 

《目標値》 

３６箇所新設 

□鉄道駅周辺の駐輪場収容台数

《目標値》 

7,912 台⇒8,512 台 

□レンタサイクル拠点・利用者数

《目標値》 

４箇所⇒１４箇所 

31,000 人⇒41,000 人 

□モビリティセンター利用者数

《目標値》 

モデル事業から設定 

□自転車マップ配布枚数 

（実績値） 

□エコ通勤実施企業数 

《目標値》 

 ４企業 ⇒ １０企業 

□自転車モニター事業参加者数・

 実施効果（実績値） 
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2.3  「チャレンジ目標」 
 この計画では，「自転車のまち宇都宮」の実現に向けて，計画期間である５年間において，

重点事業の活動指標の目標達成に向けて取り組みながら，概ね１０年後には，以下の目標が

達成され，市民の皆さんが，「自転車のまち」として誇れる宇都宮市となるよう積極的にチ

ャレンジしていきます。 

 

 

   

        

   

 

  

 ※現在値は，平成１２年国勢調査「常住地による利用交通手段（就業者・通学者数）」 

 ※自転車の交通分担率２５％は中核市におけるトップ水準 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ※現在値は，第４２回市政に関する世論調査（平成２１年度）「宇都宮市は自転車を使い

やすいまちだと思いますか」の質問に対する「そう思う」「ややそう思う」の回答割合 

 

 

１０年後
＜チャレンジ目標＞ 

２５％（４人に１人）

＜現在＞ 

２０％（５人に１人）

１０年後
＜チャレンジ目標＞ 

５０％ 

＜現在＞ 

２９．６％ 

自転車の交通分担率（通勤・通学） 

市民満足度（自転車を使いやすいまち）
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3  推進体制・進行管理 

施策事業の実施に向けて，庁内の横断的な組織を構築し，施策事業の具体的な推進

を図ります。 

また，「宇都宮市自転車のまち推進計画」に位置付けた施策事業について，市民，

事業者，行政が連携して計画を推進することができるよう，本計画の策定懇談会の構

成メンバーを中心に，市民代表や関係機関などによる「（仮称）宇都宮市自転車のま

ち推進協議会」を設置します。協議会は，本計画(Plan)に従った取組(Do)対して，活

動指標，成果指標により施策の進捗状況を評価・検証(Check)し，必要に応じて計画

案の見直し(Action)を行います。これにより，確実な計画の推進を図ります。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

◆取組のＰＤＣＡサイクル             ◆計画の推進イメージ 

 

参加・協力 
事業評価 

 
宇都宮市

 

関係団体

 

 

関係機関 
（国 ・ 県 ・ 警 察）

協議・調整 

◆推進組織のイメージ 

（仮称）宇都宮市自転車のまち推進協議会 

・ 各関係者から構成される協議会 

・ 事業の進捗状況，効果確認および計画案の

見直し等を実施 

計画 
PLAN 

取組 
DO 

見直し 
ACTION 

評価・検証 
CHECK 

50%

100% 達成目標 

活動指標の
達成状況

平成２７年度 
（計画期間：５年間） 

平成２３年度

期間を短縮 新たな目標設定 期間の延長 

継続して実施する事業 

新規事業 

平成３２年度 
（１０年後）

進捗確認 進捗確認 進捗確認 

中間評価 評価・計画改定 評価 

協働・参加 参加・協力 

市民・企業 
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資料編 計画策定にあたっての検討過程 

 
○ 「自転車のまち推進計画策定懇談会」の設置（平成２２年３月１９日） 
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 ＜開催状況＞ 
 開催日 主な検討内容 

第１回 平成 22 年 3 月 19 日 (1) 自転車利用・活用基本計画の概要と施策事業の評価 

(2) 基礎調査からみた自転車利用の現状と課題 

(3) 宇都宮市の自転車に関する特長・社会環境と自転車の

メリット 

(4) （仮称）自転車のまち推進計画基本方針等について 

第２回 平成 22 年 7 月 2 日 (1) 基本方針と施策事業の展開（案）について 

(2) 自転車走行空間の確保に関する検討状況について 

(3) 評価指標について 

第３回 平成 22 年 8 月 4 日 (1) 基本方針・施策事業の展開の修正について 

(2) 自転車走行空間の確保について 

  ・新たな自転車ネットワーク路線の設定 

  ・新たな自転車走行空間の整備 

(3) 観光ルート・サイクリングルートの設定 

(4) 実施・検討スケジュール案について 

(5) 評価指標案について 

(6) 計画名称の検討について 

第４回 平成 22 年 9 月 30 日 (1) 「（仮称）自転車のまち推進計画」の素案について 

(2) 計画名称等について 

 

○ 行政計画素案の確定（平成２２年１０月２０日） 

 

○ パブリックコメントの実施（平成２２年１０月２５日から１１月２４日） 
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